
表 11-5(2)環 境影響評価結果の概要 (騒音 )

監視計画調 吉果脚予測結果活動要素 調査結果

1.環境の保金が適切に図られているかどうかの検討結果

儡)埋立機械の稼働に伴う騒音鰹   (ュ 8540
事業の菊魔に当たっては、

・チ軍帯機械はできる限り超低騒音型の機種を使用する
。理〒機械等の空ぶかし等を行わないよう作業員に指導を徹

底する
。早朝、夜間は、原則としてナ里す作業を行わない
。日曜、祝日は、原則としてチ早寸作業を行わない

などの措置を講ずることから、対象事業に係る環境影鋤

減されていると評価する。

磁)廃藻物鵬入車両の走行に伴う道路交通騒音の影響 0.85
41)

事業の力砲に当たっては、

・輝ヤエ程管理をノ決討し、搬入車両が集中しないように配慮

する
。廃棄物搬入業者には、場外計量施設 (坂畑地区)に来場す

る時間を開場する午前8時以降とするよう指導を徹底する
。国道での走行Iよ 複数での車礎 なっての走行はしない

。道路の段治鞘聯 し、静かに走行する。特に空車で帰

るときは十分に気をつける
。廃棄物lttxに入卓向

~の
走行に当たっては菅野集落及び福野集落

内を走行する際には特イこ低閣壁走行を行い、空ぶかし等を

しないよう運転者に対し指導を徹底する
。日曜、祝日は、廃棄物の搬入を行わない

などの措置を講ずることから、対象事業に係る環境影響が低

減されていると評価する。

2整合を図るべき基準と予測結果との比較の結果

1)揮守機械の稼働に伴う騒音樫 は854p
ナ早立機械の稼働に伴う敷地境界 (予測地点A、 B、 C)に

おける騒音レベル Q馬)は、ケース Iの第Ⅲ-1埋立地の中

間的な層での埋立作業時 (定常時)では 41～ 59dB、 ケース

Ⅱの第Ⅲ-2埋立地の中間的な層での埋立作業時 (定常時)

では 25～49dB、 ケースⅢの第Ⅲ-2埋立地の最上層付近の層

での埋立作業時 (最も影響が大きい時期)では 25～55dBと

予測され、いずれのケースでも整合を図るべき基準 (60dB)

を満足している。

また、養老川自然歩道 (予測地点A)における等価騒音レ

ベル 儡唸∂イよ、36～50dBと予測され、各ケースとも整合を

図るべき基準を満足している。

確)廃棄勃鵬入車両の走行にイ半う購 の影響い.辟 5-42)

供用時における剛 入車両の走行に伴う騒音レツ剖レの

予測結果は、各予測地点とも整合を区るべき基準を満足して

いる。

なお、資材等運搬車両の走行に伴うピーク騒音レベルの予

測では、廃藻物搬入車両が走行する地点 (1,2,4.5)の
うち、最大値の場合は予測地点 1,2,4で整合を図るべき基

準を超えていることから、廃棄物搬入車両の走行に当たって

は菅雰集落及び福野集落内を走行する際には特に低速度走行

を行い、空ぶかし等をしないよう運転者に対し指導を徹底す

ることにより、整合を図るべき基準を満足できるものと評価

する。

(ュ 8-5判①

O岬立機械の稼働に伴う環境保全措置
・ナ耳1寸機械はできる限り超低騒音型の機種を

使用する。

・ナ早寸機械舒の空ぶかし等を行わないよう作

類 イこ指導を徹底する。

・早朝、夜間は、原則としてチ早寸作業を行わ

ない。

・日曜、祝日は、原則として
'早

市作業を行わ

ない。

○廃棄物搬入車両の走行に伴う環境保全措置
。埋立工程管理を検討し、搬入車両が集中し

ないように配慮する。

・廃棄物搬入業者には、場外計量施設 (坂畑

地区)に来場する時間を開場する午前8時

以降とするよう指導を徹底する。

・国道での走行は、複数での車両で連なって

の走行はしない。
。道路の段差部は最徐行し、静かに走行す

る。特に空車で帰るときは十分に気をつけ

る。

・廃棄物搬入車両の走行に当たっては菅野集

落及び福野集落内を走行する際には特に低

速度走行を行い、空ぶかし等をしないよう

運転者に対し指導を徹底する。

・日曜、祝日は、廃棄物の搬入を行わない。

際弼
　
　
　
立田

(騒音の

発倒

2)嘲
I:第Ⅲ-1埋立地の中間的な層での埋立作業時 (定肖0
Ⅱ :第Ⅲ-2埋立地の中間的な層での理立作業時 (定訂嘲
正 :第Ⅲ-2埋立地の最上層付近の層での埋立作業時 (最も影響が大き

い時的

2.庁

―

両の走行による影響 lp_8-5-3914勧

2)予測騒音レベル1よ 数値が高い方の道路端の値を示す。

予測項目
ケース I ケースⅡ ケースⅢ

整会を図る
べき基準

予測地点

A 41

48B
日摘 琳 譜

レ̂胡XLA∂

60 dB

以下 (L耐

C

効

25

86 襲

著しい影響
を及ぼさな
いこと

G5dB以下

lLAc∂ )

A
幕き整洲|

白機

鍋 譜
レ′ウレ(Lttl

予測地点
予雌 レベル

lLAEo) ldBl
織 図るべき基準

1 わ的 58

2
靭

籠野)

57

4
市粛櫛董85弓線

(朝 60

著しい影響を及ぼさな
いこと

俗OdB以下し籠∂)

5
脚

(保育岡出D 57

70dB以下6
国道465号

儒ヶlttl

63

42)

1 時間帯′よ 昼間 G時～22嘲 。

注1)養老lll と同じ場所。

(1)等価騒音レベル

3鋤 1用例規  (p.8-5-14)

(1,土ll15可用1犬況 (p.8-5-14)

土地利用の状況は、君津市では山林の割合が最も高く、次いでその他、田

の順となっている。事業実施区域の地目は、山林となっている。

また、事業実施区域周辺は、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然

保全地域としての土地利用計画が策定されており、事業実施区域は農業地域

及び森林地域としての土地利用計画が策定され、全域が地蝦森林計画対象民

有林に指定されている。なお、事業実施区域及びその周辺には、者田市計画法

に基づく用途地域の指定はない。

12}≒封気 医療蜘島V>将翻規 値 8-514)

学校・幼稚園、病院、保育園、老人ホーム等静穏輔 が必要とされる施

設の分布状況は、事業実施区域に近い施設としては、北方約 l kmに福野自治

会館、南西約 2 kmに亀山保育園がある。また、事業実施区域に近い集落は、

北方に福野集落や南方に蔵玉集落があるが、いずれも、事業実施区域から 1

血以上
~離

イlている。

4.刊路鉾喋勢毛lp.8-5-141

樹)釣幡罷腺例胡

事業実施区域及び周辺における主な騒音源としては、現有施設で稼働して

いる廃棄物理゛作業用機械が考えられる。

また、廃棄物搬入道路となっている国道 465号、林道戸面蔵玉線、林道大

福山線、市原市道 85号線、君津市道、林道坂畑線ではそこを走行する一般

車両及び廃棄物搬入車両が主な騒音源となっている。

(2購に1系る翻 肉兄

君津市及び市原市における公害苦情の状況は、平成 25年度の騒音に係る

浄時件数は君津市で 15件、市原市で 36件である。

5,法令による基準等 lp 8-5-141

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準については、事業実施区域は用途

地域が電定されていない地域歪あり、環境基準は当てはめられていない。

騒音規制法に基づく特定工場騒音に係る規制地域については、事業実施区

域は君津市環境保全条例により「その他の醐 に指定されているが、同法

による特定建設作業に係る規制地域については、規制地域に指定されていな

い。また、君津市環境保全条例は特定作業に係る騒音規制を行っており、事

― 醜 時 の他の医殉 イ守錠 されている。

11-H



表 11-6 環境影響評価結果の概要 (振動 )

鶏
鎌

活動要素 調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 監視計画

振

動

施工時

催弟オ又
は機械
の勧 り

1蜘 屈助レ勺 レlp.8-6-5)

資材等運搬車両の走行道路における道路交通振動レベル (LЮ)は、全地

点で昼間、夜間とも25dB未満であった。

2毘違勧晩9増uttc崩峰兄lp.8-6-5)

働)荊訓頃 硼親

資材等運搬車両の走行道路沿道の地盤等についてみると、表層地質は泥

岩や砂岩からなる半固結―固結堆積物で構成されており、振動を伝えやす

い1中甘貝層等の軟弱地盤は分布していない。

磁)呻 規
資材等運搬車両の走行道路における地盤卓越振動数は、最大値を示す中

心周波数の平均値は、40Hz～50Hzとなっている。「道路環境整備マニュア
ル」 (平成元年 1月 (初 日本道路協会)によれイ試 軟弱地盤とされる地盤
卓越振動数イよ15Hz以下とされていることから、調査地点の地盤は軟弱地盤
ではない。

3土地利用の状況

側l土上也澪ll用状況傾 8-6-6)

事業実施区域の地目は、山林となっている。また、事業実施区域は農業

地域及び森林地域としての土地利用計画が策定され、全域が地域森林計画

対象民有林に指定されている。なお、事業実施区域及びその周辺には、都

市計画法に基づく用途地域の指定はない。

(2)と詢険、的 肉兄傾 8-6-6)

静穏な環境が必要とされる施設の分布状況は、事業実施区域に近い施設
としては、北方約 1 lmに福野自治会館、南西約 2と11に亀山保育園がある。
また、事業実施区域に近い集落は、北方に福野集落や南方に蔵玉集落があ
る力＼ いずれも、事業実施区域から1飾以h離れている。

41と会ざ舜拘竜(98-6-7)

佃)主な振動源の状況

事業実施区域及び周辺における主な振動源としては、現有施設で稼働し

ている廃棄物埋立作業用機械が考えられる。また、資材等運搬車両の走行

道路ではそこを走行する一般車両及び廃棄物搬入車両が主な振動源と考え

らヤ■る。

確)振動に係る苦情の状況
平成 25年度の振動に係る苦情件数は君津市で 1件、市原市で 7件であ

る。

5法令による基準 (ュ 867)
振動規制法に基づく特定工場振動に係る規制地域については、事業実施

区域は振動規制法の指定区域外であるが、君津市環境保全条例では「その

他の区域」に指定されており、特定作業に係る規制基準が定められてい

る。なお、特定建設作業に係る規制地域については、事業実施区域には指

定されていない。

資材等運搬車両の走行に伴う道路交通振動レベルにけ
8-6-13)

ピィク レ勺 レ(p8-6-1412

注 1) 保育園での値である。

予測地点
予醐 レ́ Ψレ

lL10)(dB)

整合を図る
べき基準 (dB)

1 申

2
隷

籠野l

3
市原市道 85号線
(石第

32

4
市原市道85号線
l菅野l

37

5
蜘
(保育岡鰤D (25

著しい影響を及ぼさな
いこと

(55以弔

6
国道465号

縮ヶЮ
34

著しい影響を及ぼさな
いこと

(65以n

予測地点
予測ビーク振動レ″ヘツレ

Qtt ldB)
整省を図る
べき基準

1 的 報 45

2
離
僑野l

3
市原市道 85号線
(醐 57

4
市原市道85号線
(醐

5
ん帥
(脚 鋤

43

著しい影響を及ばさな
いこと

仔5dB以下化触》

(a8-6-12)

・特定の日時に工事用資材の搬入が集中しない資

れ抑鰺GI画とする。
・資材等運搬車両の走行に当たっては市原市道

85号線及び君津市道沿道の集落内を走行する

際には特に低速度走行を行い、空ぶかし等を

しないよう運転者に対し指導を徹底する。
・君津市の福野地区及び市原市の石塚地区は、

資材等運搬車両の走行は一方通行とし、車両
の走行の安全性を確保するとともに沿道集落
への振動の影響の低減を図る。

・日曜、祝日は、原則として資材の帆入を行わな

し、

1環境の保全が適切に図られているかどうかの検討結果

lp 8-6-13)

工事の実施に当たっては、

・特定の日時に工事用資材の搬入が集中しない資材搬入

計画とする
。資材等運搬車両の走行に当たっては市原市道 85号線

及び君津市道沿道の集落内を走行する際には特に低速

庇首子を行い、空ぶかし等をしないよう運転渚に対し

指導を徹底する
。君津市の福野地区及び市原市の石塚地区は、資材等運

搬車両の走行は一方通行とし、車両の走行の始 性を

確保するとともに沿道集落への振動の影響の低減を図

る
。日曜、祝日は、原則として資材の搬入を行わない

などの措置を講ずることから、対象事業に係る環境影響

が低減されていると評価する。

2.整合を図るべき基準と予測結果との比較の結果い.8

6-1勧

工事中における資材等運般車両の走行に伴う道路交通

振動レベルの予測結果は、各予測地点とも整合を図るべ

き基準を満足している。

供用時

(す辰動の
発ナ

l」

1廃棄物鵬入車両の走行に伴う道随交通振動レベルしけ
8-6-

予測地点
予測振動レベル

lLm)ldB)
整台を図る

べき基準 ldB)

1 蜘 艤

2
君津市道

籠野'l

〈25

4
市原市道85号線
(醐 27

5
蜘
(的 く25

著しい影響を及ぼさな
いこと

(55以祠

6
国道465号

綿ヶAttl
35

著しい影響を及ぼさな
いこと

(65以祠

は 8-6181

・埋立工程管理を検討し、棚ス俸輌こん渫 中しない

ように配慮する。
・廃棄物搬入業者には、場外計量施設 (坂畑地

区)に来場する時間を開場する午認 時國降とす

るよう指導を磁嵐する。
・国道での走行は、複数での車両で連なっての走

行はしない。
・道路の段差部は最徐行し、静かに走行する。特
に空車で帰るときは段差部を通辿する際に荷台

力潮触 るゞので十分に気をつける。
・廃棄物搬入車両の走行に当たっては菅野集落及

び福野集落内を走行する際には特に呻

を行い、空ぶかし等をしないよう離 に対し

子酔草を希姫筆する。
。日は 祝日は 廃棄物の搬入れ なし、

1環境の保全が適切に図られているかどうかの検討結果

(a8-6-19)

事業の実施に当たっては、

・埋立工程管理を検討し、搬入車両が集中しないように

膊 る
。脚

'/Jtth入
業者には、場外計量施設 (坂畑地Dに 来

場する時間を開場する午前 8時以降とするよう指導を

徹底する
。国道での走行は、複数での車両で連なっての走行はし

ない
。道路の段差部は最谷行し、静かに走行する。特に空車

で帰るときは段差部を通過する際に荷台力羽触 がる

の勤 に気をつける
。】移彰朝嵌草両の走行に当たっては菅野集落及び福野

集落内を走行する際には特に低逃度走行を行い、空ぶ

かし等をしないよう通転者に対し指導を徹底する
。日曜、祝日は、廃棄物の搬入を行わない

などの措置を講ずることから、対象事業に係る環境影響

が低減されていると評価する。

2.整合を図るべき基準と予測結果との比較の結果∞ 8-

6-20)

捌羽時における― 搬入車両の走行に伴う振動レベ

ル、ピーク振動レベルの予測結果は、各予測地点とも整

合を図るべき基準を満足している。

ll-12



表 1卜 7(1)環 境影響評価結果の概要 (悪 臭 )

鶏
隊

活動要素 調査結果 予測結果 中 諭 結果 監視計画

亜

臭

供用時

(眼の

発ナ
lo

⊂ 8-7-5)

佃)文献調麿結果

町21蘇捗議彰響評鮒環動 は 8-7-r∂ l

平成 19年 2月 の冬季の調店において最も標高が低い調査地点

で硫化水素が参考とした規制基準を超えており、臭気濃度は 800

鯨 指数 29)を超える高い値となっていた。

紀)現地調麿結果

a"謁 吉果

伯〕報 は 8-7-l①

敷地境界における特定悪臭物質は参考に示した規制基準を下

回っている。臭気濃度は千葉県の指導目標値を敷地境界の全地

点で満足している。

偽)騨 ф.8-7-1跡

敷地境界における特定悪臭物質は参考に示した規制基準を下

回っている。臭気濃度は千葉県の指導目標値を敷地境界の全地

点で満足している。

lc)望華斉調査は 8-7-13)

敷地境界における特定悪臭物質は全地点で全項目が定量下限

値未満であり、参考に示した規制基準を下回つている。臭気濃

度は敷地境界の全地点で 10未満となっており、千葉県の指導目

標値を満足している。

(dl着葺嘲謡箋傾 8-7-141

敷地境界における特定悪臭物質は全地点で全項目が定量下限

値未満であり、参考に示した規制基準を下回つている。臭気濃

度は敷地境界の金地点で 10未満となっており、千葉県の指導目

標値を満足している。

b浸出浪魁刷唐評銘砺駐罫吉果 (ュ 8-7-1助

浸出水調整槽のグレーチング部 (開 日部)で測定した結果、

アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二

硫化メチル、アセトアルデヒドが検出され、臭気濃度は、第 1

浸出水調整ホ曹では 32、 130、 第 2浸出水調整槽では 400、 1,000

となっている。

c.埋立廃棄物の種類・工甲市量と発生ガスの関係 (ュ 8-7-1働

埋立廃棄物の種類・)早立量と発生ガスの濃度、発生量には、

明確な関連 lttlよ認められない。

2気場υ引肉兄は 87-17)

夏季調査時は、天気イよ口諫億 気温は 29.0～33.5℃、湿度は 52

～74%、 風速は 1.Om/s以下～13Щ/sである。

秋季調査時は、天気は晴れ、気温は 8.6～H6℃、湿度は 72

～94%、 風速は 10m/s以下～1,5m/sで ある。

冬季調査時イよ 天気イまl脚青、気温は…2.0～ 00℃、酸 は 82～

83%、 風速は 1.Om/s以下～3.Om/sである。冬季調査は 4時 50

分から7時 53分までの早朝に実施しており、当日lま
l央晴であっ

たことから、谷部では接地逆転層が形成されていたものと考え

ら好孔る。

春季調査時は、天気は晴孝仏 気温は 20.9～26.2℃、湿度は 24

～51%、 風速は 1.Om/s以下～17Ш/sである。

3地形の状況 ф.87-1め

事業実施区域は丘陵の尾根付近に位置する。また、廃棄物搬

入道路となっている林道戸面蔵玉線は、大部分の区間を丘陵の

尾根部を通過するが、国道 410号は,爛 ||の低地を通過してい

る。

1 1-の 埋立作業に伴う悪臭の影響儀 8-7-2働

〕早市作業に伴う悪臭発生の要因となる廃棄物としては、燃えがら、潮 憩

木くず(石膏ボード類等が考えられる。

悪臭の現地調査、既存処分場のモニタリング調査では暁存の第Ⅱ埋立地に

近い調査地点 (予測地点3)イこおける臭気濃度はすべて千葉県の指導目標値

を達成しており、また、特定悪臭物質の濃度も参考とした悪臭の規制基準を

下回つていること、明海処分場の敷地境界付近での発生ガスのモニタリング

調査でも悪臭物質である硫化水素は恭考とした規制基準を下回つている。こ

れらの結果を考慮すると、予測地点 1及び 2はそれぞれ第Ⅲ-2、 第Ⅲ-1埋

立地から約 50m以上離れた所に位置していること、埋立作業に当たっては

第Ⅱ処分場と同様、悪臭を発生する廃棄物を分散して埋め立てる、必要に応

じ即日覆土を行うなどの措置を講ずることから、埋立作業における悪臭の発

生は抑制され 臭気濃度は20未満になると予測される。

予測地点3は、既設の第Ⅱ埋立地に近いぶ この埋立地は増設埋立地が供

用される時期には理立が終了しており、最終覆土が施され埋立作業はないこ

と、第Ⅲ-1埋立地からは約 320～470m、 第Ⅲ-2埋立地からは約 420～760

輛離れていることから、埋立地方向から風が吹いた場合でも、この地点にお

ける臭気濃度は20未満になると予測される。

予測地点4は、既設のナ早゙ 地から最も遠く離れており、第Ⅲ-2埋立地か

らは約 200m離れていることから、予測地点3と同様の理由により臭気濃度

は20未満になると予測される。

また、特定悪臭物質については、現地調査ではすべての敷地境界の調麿地

点で参考とした規制基準以下の濃度であること、君津環境整備センターで実

施している東側敷地境界におけるモニタリング調査では最近 5年間 (平成

22～26盗莉動 の特定悪物質濃度の測定結果はすべての年度、項目で参考と

した君津市の規制基準を達成していること、既存処分場の敷地境界付近での

発生ガスのモニタリング調査でも悪臭物質である硫化水素は参考とした規制

基準を下回つていることから、増設埋立地におけるナ早市作業に伴う特定悪臭

物質濃度は全ての予測地点において参考に示した規制基準を下回るものと予

測される。

2ガス抜き管から漏出する悪臭の影響 瞼 8726)
佃)ガス抜き管から婦出する硫化水素の予測結果∞.8-7-2D

・ケース① :全ガス抜き管から硫化水素が平均的な濃度で漏出した場合

蝉位 :

参考とした硫化水素の規制基準 ①.02ppⅢ lと比較すると下回っている。

・ケース② :高濃度の硫イヒ永素が最寄りのガス抜き管から漏出した場合

D距離は敷地境界に最も近いガス抜き管からの儘

参考とした硫化水素の規制基準 (0 02pp皿 )と比較すると大部分の予測値

は低い値を示している。

予測地点 地点1 地点2 地点3 地点4

攀 A 00038 00031 0,0007 00022

攀 B 0 0054 00050 00019 00044

大まゼ意包支D 00H6 0.0155 00062 0 0149

風 向 南西 西 】ヒ】ヒ西 東南東

予測地点 地点1 地点2 地点3 地点4

尭迷期諭 らゝのP路 100■ 120m 375皿 200m

攀 A 00031 α0022 00002 00009

弾 B 00055 0 0040 00006 00017

弾 D &0225 0 0174 00031 α0088

1計画段階で配慮した環境保全措置 し87
29)

。埋立施設lま有l残物等のノ刀輝 力鴻進される準

好気呻 造を採用する。
・貯留構造物背面、埋立地法面小段部、埋立

地底面の排水機能を強化することにより埋立

層内に浸出水が滞留することを防止し、ナ甲サ

層内の鍮 L環境を向上させる。

・埋立層内で発生するガスや悪臭物質は、ガ

ス抜き管により、速やかに大気中に放出す

る。

・ガス抜き管の位置は周辺道路からできる限

り離して配置する。
・臭気濃度、発生ガス濃度を調査し、監視す

る。
・廃石膏ボードを埋め立てる場合は敷地境界

から出来るだけ離して埋め立てる。
・廃石膏ボードと有機物 年球汚浮論 が混

合することによる硫化水素の発生を防止する

ため、廃石膏ボードは埋立場所を区分して埋

立を行う。 (ュ 8-7-29(3)環境保全措置

ア 参照)

。即日覆土を行う。ただし、埋立終了時に飛

散・悪臭の防止が必要ないと判断したとき

には行わないこともある。必要ないと判断

する基準は、埋立終了時に次の埋立を開始

するまでの間において、気象予報により風

速が 55m/秒 年H風※程向 を超えない

場合、連続降雨がある場合には行わないこ

ともある。

※砂塵が立ったり、小さなゴミや落ち

葉が宙に舞ったりする程度の風速 (ビ ュ

ーフォードの風力階級4に相当)

。洗車施設は常に清掃、洗浄し、清潔に保

つ。

・廃棄物搬入車両は、排出現場を出る前に積

載物の落下飛散・流水商下がないよう必ず確

認するとともに、シートがしっかり排lかって

いるか確認する。

・洗車場で廃棄物搬入車両のタイヤを洗浄す

る。また、荷台等は必要に応じ埋立地内で洗

浄を行う。

・日曜、祝日は、原則として埋立作業を行わ

ない。
。日曜、祝日は、―

の搬入を行わない。

2,調査及び予測の結果に基づき講ずる環境保

錦 徹 8-729)

影響予測の結果、高濃度の硫化水素がガス

抜き管から涌出した場合に最寄りの敷地境界

で整合を図るべき基準を上回る濃度が予測さ

をηたため、中 の検討を行った。
・ガス抜き管内の硫化水素濃度を携帯型測定

器により定期的に監視する。
・定期的な監視により高濃度 (300ppttlにな

る可能性がある場合はガス抜き管の管口近傍

に拡散装置を設置し、ガスを拡散させる。

1環境の保金が適切に図られているかどう力蝋 齢吉果

(,8-7-31)

事業の実施に当たちては、
・埋立施設lま有l分勒 J等の′刀`解′JЧ睡 される準好気呻 を採用する
。増設する浸出水処理施設の処理能力は、既存の処理能力の稼働状況を

基に余裕を持った施設とすることにより、埋立層内に浸出水が滞留す

ることを防止し、埋立層内の準妊気隆環境を維持する

・埋立層内で発生するガスや悪臭物質は、ガス抜き管により、速やかに

大気中に放出する

・ガス抜き管の位置は周辺道路からできる限り離して配置する
。臭気濃度、発生ガス濃度を調査し、監視する

・廃石膏ボードを埋め立てる場合は敷地境界ア」ゝら出来るだけ離して埋め

立てる
。廃石膏ボードと有機物 (下水汚泥等)力鴻 合することによる硫化水素

の発生を防止するため、廃石膏ボー ドは理市場所を区分してナ早寸を行

う。 瞼 8-7-29(3)環境保全階置 ア 参照)

・即日覆土を行う。ただし、埋立終了時に飛散・悪臭の防止が必要ない

と判断したときには行わないこともある。必要ないと判断する基準

は、埋立終了時に次の埋立を開始するまでの間において、気象予報に

より風速が 55m/秒 l不日風※程度)｀ を超えない場合、連続降雨があ

る場合には行わないこともある。

※砂塵が立ったり、小さなゴミや落ち棄が宙に舞ったりする程度の

風速 (ビューフォードの風力階級4に本日当)

・洗車施設は常に清掃、洗浄し、清潔に保つ
。廃棄物搬入車両は、排出現場を出る前に積載物の落下飛散・流水滴下

がないよう必ず確認するとともに、シートがしっかり紳 〕ゝっているか

確認する
。洗車場で廃棄物搬入車両のタイヤを牌 する、また、荷台等は必要に

応じ埋立地内で洗浄を行う
。日曜、祝日は、原則として埋立作業を行わない
。日曜、祝日は、廃棄物の搬入を行わない
。ガス抜き管から漏出する硫化水素濃度を携帯型測定器により定期的に

監視する

・高濃度 (300ppnlが検出された場合は換気装置等により換気を行って

濃度を低下させる

などの措置を講ずることから、対象事業に係る環境影響が低減されてい

ると評価する。

2整合を図るべき基準と予測結果との上鹸 の結果 (ュ 8-7-32)

“

〕廃葉物の埋立作業に伴う悪臭の影響 ф.8-7-3動

予測地点1及び2については、悪臭の現地調査等において既存埋立地

に近い調査地点での臭気濃度はすべて千葉県の指導目標値を達成してい

ること、第Ⅲ-2、 第皿-1埋立地から約 50m以帥 Rた所に位置してい

ること、埋立作業に当たっては第Ⅱ埋立地と同様、悪臭を発生する廃棄

物を分散して埋め立てる、必要に応じ即日覆土を行うなどの措置を講ず

ることから、埋立作業における悪臭の発生は抑制され、臭気濃度は 20

未満になると予測され、また、予測地点 3、 4については埋立地から離

れているため、臭気濃度は 20未満になると予測されることから、大福

山、養老川自然歩道等を利用するハイカー等への影響は小さく、基準と

の整合は図られているものと評価する。

9)ガス抜き管から漏出する悪臭の癬 ф 8-7-3跡

ケース①の「各ガス抜き管から平均的な濃度で漏出した場合」の敷地

境界における硫化水素の濃度は、大気安定度Aで は 00007～

0 0038pp皿、大気安定度Bでは 0,0019～ 0.0054pp皿、大気安定度Dでは

00062～0.0155pp皿 と予測され 整合を図るべき基準 (0.02ppⅢlを下回

っている。

共煽簿夏目
・特定悪臭物

質
・ 臭気 濃度

t環藍;戸章1旨蓼50
・環境保全措

置の実施状

況
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表 1卜 7(2)環 境影響評価結果の概要 (悪 臭 )

効

錬
活動要素 ヨ鐵 課 予測結果 螂 置 言臨 課 監視計画

悪

臭

供用時

(譲の

発臼

4社会鰐器:瞼 辟7-17)

(1)」L坦折り用りじ兄(p 8-7-17)

事業実施区域の地目は、山林となっている。

事業実施区域周辺は、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域

としての土地利用計画が策定されており、事業実施区域は農業地域及び森林地

域としての土地利用計画が策定さヤ仏 全域が地域森林計画対象民有林に指定さ

れている。なお、事業実施区域及びその周辺には、都市計画法に基づく用途地

域の指定はない。

(2)と詢険、的 肉兄は 8-7-18)

事業実施区域に近い施設としては、北方約 l kmに福野自治会館、南西約 20
kmに亀山保育園がある。また、事業実施区域に近い集落は、北方に福野集落や

南方に蔵玉集落がある力＼ セゝずれも、事業実施区域から1飾以上離れている。

(3)E口慨発生弱証汚y刊月兄徹 8-7-18)

事業実施区域及び周辺における悪臭物質の主な排出源としては、既存施設の

埋立地が該当する。

141悪臭に係る苦惰の状況 は 8-7-10

平成 25年度の悪臭に係る苦晴件数は君津市で 27件、市原市で 62件である。

悪臭に係る静時はそのほとんどが焼却行為 (野焼き)によって発生する煙に起

因している。

5法令による基準等は 8-7-18)

事業実施区域及びその周辺には悪臭防止法による規制地域の指定はない。

千葉県は、臭気濃度の目標値を定めており、事業実施区域は「工業団地を除

く未指定地域」に該当している。

君津市では、君津市環境保全条例により悪臭に係る規制基準を「周囲の環境

等に照らし、悪臭を発生し、排出し、又は飛散する場所の周辺の人々が著しく

不快を感ずると認められない程度」と定めており、事業実施区域は、この規制

基準の適用を受ける。

予測地点 地魚4

発帥 らゝの

'酪
200m

大すゼ森ЁttG 0 0482

・ケース③ :冬季早朝において高濃度の硫化水素が最寄りのガス抜き管
から漏出した場合は87-2勧

地点4の濃度は 0.0482ppmと予測された。大気安定度A、 B、 Dの予
測結果 (00009～9.0083pp皿)よ り→桁高い濃度であり、参考とした硫化
水素の規制基準 (0.02ppttlよ り高い値を示している。

3.浸出水処理施設の稼働及び存在に伴い発生する悪臭の影響値卜7-2勧

3浸出水調整槽から発生す

D予測結果の括31К内の数値は計算結果の実数を示す。

大気安定度A、 B及びDとも、各地点で 10未満と予測さ泊、予測値は

すべて千葉県の指導目標値 (20程度)を下回っている。

予

'阻

味 地点 1 地点2 地点3 地点4

発蜘 らヽの『巨離 650■ 580m 280m 76011

攀 A
10未満
l(1)

10赤満
((1)

10紬
((1)

10未満

l〈 1)

攀 B
10未満

l〈 1)

10紬
l(1)

10紬
l(1)

10赤満
l(1)

大女鬱載コ交D
10納

(1)

10未満
(1)

10未満
(1)

10未満
l〈 1)

ケース②の「最寄りのガス抜き管から高濃度の硫化水素力即焉

出した場合」の数地境界における濃度は、大気安定度Aでは

00002～ O oo31ppm、 大気安定度Bでは 0.0006～ 0 0055pp皿、大

気究麹壁Dでは 00031～ 0 0225pplllと予測さイ仏 整合を図るベ

き基準 (O o2ppnlと 比較すると大部分の予測値は基準より低い

値を示している。

ケース⑥の「冬季早朝において高濃度の硫化水素が最寄りの

ガス抜き管から漏出した場合」では、予測の対象とした地点4
における娯度は 0.0482pp皿 と予測された。大気安定度A、 B、

Dの予測結果 (0.0009～0.0083ppttlよ リー桁高い濃度であり、

整合を図るべき基準 0 02pp■)より高い値を示している。

第Ⅲ-2埋立地の敷地境界に近い北側のガス抜き管 10ヵ所を

対象にガス抜き管内の硫化水素濃度を携帯型測定器により定期

的 (週 1回)に監視する。350pp■ を超えると敷地境界で整合を

図るべき基準 (硫化水素濃度 0 02pp皿 )を超える恐れがあるの

で、予防措置として 800pp皿 を超えた場合は拡散装置により整合
を図るべき基準を超えないようにする。

なお、硫化水素のモニタリング調査 (日 中の測定)では、敷

地境界で整合を図るべき基準 (0 02ppⅢlを超えることはなく、

また、第 Ⅱ期増設事業の供用に伴う事後調査結果 (夏季は日

中、冬季は早朝の晴れの日の測定)においても整合を図るべき

基準を超える結果ま測定されてない。

以上のことから、高濃度の硫化水素が添出した場合に整合を

図るべき基準より高い濃度が予測されたが、更なる悪臭に係る

環境保全措置を講ずることから、ガス抜き管から漏出する硫化

水素濃度はさらに低減され、基準との整合は図られているもの

と縦 る。

偲)浸出水処理随設の稼働及び存在にイ半い発生する悪臭の影響
lp.8-7-33)

浸出水調整槽から発生する臭気濃度は、敷地境界の各予測地
点において 10未満と予測され、敷地境界における千葉県の臭気
濃度の指導目標値 (20程度)を下回つており、整合を図るべき

基準を満足している。

11-14



表 H-8 環境影響評価結果の概要 (地形及び地質等 )

活動要素 調査結果 予測結果 蜘 評価結果 監視計画
地

形

及

び

地

質

等

施工時

盛土・仮
設工事・

基礎r_事l

丘陵地力Чまとんどを占め、大福山丘陵地に含まれる。重要な地形には非火山性孤峰 (大福
山)、 峡谷・渓谷 (梅ヶ頑渓谷)等が分布している力ヽ 事業実施区域には分布していない。
b現嘘袖罰吉果は8-8-動

調査地域の標高は 100～ 300mであり、200～220mの標高の部分が最も多い。また、事業実
施区域内についてみると、180～240mの標高が約70%を 占めている。
大福山丘陵地に含まれ、急峻な地形が発達し、凸型急斜面が約 36%、 既存処分場の人工改変
地が約 27%を占めている。なお人工改変地の大部分は埋立地や覆土置場の平坦地である。
②坦朝亀ひ咄封鍵壽例胡 は8-891

a文詢慟躍罫吉果∞8-8-動

事業実施区域である君津市南部の上総丘陵は、上総層群の分布する地域となっている。上総
層群は、新生代第二紀鮮新世から第四紀更新世中期に形成された地層で、砂岩、泥岩及び砂岩
泥岩互層から本青成さヤ仏 12層に区分されている。事業実施区域でlまオ毎ヶ瀬層が分布し、事業
実施区域の耳ヒ狽いこは国本層が、南狽いこイま大田代層が分布している。梅ヶ瀬層は、主として砂岩
優勢の砂岩・泥岩]冒からなるとされている。層厚は約 520mか ら580mと推定され、地質構
造は、東北東―西南西の走向ですいこ10から20° 傾く単斜構造とされている。
b呻 傾 8-8-13)

事業実施区域に分布する梅ヶ瀬層は、上部層、中部層及び下部層の3部層に区分され、事業
実施区域には主に上部層～中部層の砂岩・泥岩互層が分布している。砂岩は、厚さ数 cm～数
10皿 以上と変化に富んでいる。主に中粒砂岩からなり、稀に細粒砂岩を挟む。全徳に淘汰良好
で塊状だんヽ 不明瞭な平行葉理やフレーム構造のような苦隣罪諜譴が認められる場合もある。
泥岩は、厚さは数 c皿～数 mである。塊状均質であるが、稀に極細粒砂を混入する部分があ
る。

地表踏査で得られた層理面の走向傾斜は、走向が N45E～EW、 傾劇は 10° ～25° Nとばらつ
きがあるが、走向・傾斜の極大値は N72E13Nとなり、既存文献による一般傾向とはぼ一致す
る。事業実施区域の地質時造は、梅ヶ瀬層全体の一般構造と同様な単斜構造と判断される。そ
の他、ごくまれに縦方向に連続する節理力蝙悪められることがある力ヽ 大規模な断層や破砕帯は
確認されなかった。

また、調査地域には地滑りの痕跡や大規模な崩壊地は確認されなかった。
(3)土壊例規 lp 8-8-20)

a上壊区分及びその分布債 8-8-2①

調査地域の土壌は、褐色森林上、黒ボク上、未熟土、農耕地上残 造成地土壌に大きく区分
さオ孔る。

さらに、褐色森林土は残債隆・乾性、葡行隆・適測性、崩積l性・湿性の 3種類に、黒ボク土
は黒ボク土、淡色黒ボク上の 2種類に、未熟土は未熟土 (関府 、未熟止 (崩壊地・露料り
の2種類に、また、農耕地土壌は、グライ土と灰色低地土の 2種類にそれ倉 輔円分した。
b.土壊の理化学性ф.8-8-20

調査地域の土壌 (黒ボク上、い イよ 理化学的性質からみると、交換隆陽イオンや
可給態リン酸は低い値を示し、それほど優良な土壌とはいえないものの、土l性やpH、 全窒素
はおおむね良好な値を示していることから、一般的な木林木ホ土ナ褒と判断できる。
(→ 湧水の状況は 8-8-2勧

調査地域では、砂岩と泥岩の境界付近で地下水の浸み出しが多数観察される。これは雨水が
地山の砂岩層内を鉛直方向に浸透し、泥岩層に遭遇すると流路をさえぎられ、泥岩層の傾斜方
向に流路が変化し、泥岩層が露出するところで地下水が浸出するためと考えられる。また、こ
の浸み出しは北西向きの斜面でみられ、南東向きの斜面は乾燥している。これは地層力M閉ヒ西
方向に傾斜しているため、地下水は地層の傾斜に沿って流下しているためと考えられる。

2特異な自然現象朗親 債8-8-39

付)殉献蠅齢吉果位 8-8-3①

事業実施区域及びその周辺には、第 3回自然環境保全基礎調査瞬場備うによる自然景観資源
(大福山、梅ヶ瀬渓得鞘 が分布しているが、特異な自然現象は存在しない。
確)現地調査結果ф,8-8-3①

学術上特に配慮しなければならない特異な自然現象は確認されなかった。

3指定、規制制規 は 8-83①

事業実施区域の北東狽瞑こ「県立養老渓谷奥清澄自然公園」、東偵いこ「悔ヶ瀬渓谷自然環境保
はこれらの指定はない。全地現 力W錠されている。

1蛎 、士也質、土朔的曳つり破kc刈肉兄 lp.8-8-1)

日)賜り角兄は88-5)

a政疇蒔調腔淋吉果 lp.8-8-5)

調査地域には非火山性孤峰 (大福山)、 峡谷・渓谷 (梅ヶ瀬渓
谷)等の自然景観資源が分布しているが、事業実施区域には分布
していないため、工事の実施に伴う影響はない。

2地 質は 883働

調査地域には、調査地域の自然を代表するような、また、学術
上貴重と判断されるような重要な地質は分布していないため、工
事の実施に伴う影響はない。

なお、改変を受ける地質li主調査地域に広く分布している砂がち
な砂岩・泥岩互層からなる梅ヶ瀬層である。

3.土 壊傾 8-8-3働

最も改変される区分は掲色森林土 (葡行性・適潤′
lナとlで、その

割合は38.4%で ある。

調査区域及び事業実施区域における土壌区分の推移は、調査地
域では埋立前・ナ軍寸後は造成地の上壌が 183%増え、褐色森林土
lttl行性。適潤lDが 5.9%減少する。事業実施区域では、造成地

の土壊が 32.6%増え、褐色森林土 (翻舒性・適脚FDが 14.5%減
少する。

4湧 水は 8-8望①

調査地域では、崖地での水の浸みだしはみられるが、まとまっ
た湧水は確認されなかったこと、調査地域内での湧水の利用はな
いことから、工事の実施に伴う湧水への影響はない。

5特異な自然現象 絋8-8望①

調査地域には特異な自然現象は存在しないため、工事の実施に
伴う影響はない。

6土地の安定性ф.8-84①

第Ⅲ-1、 第Ⅲ-2埋勘咆盛土法面、覆土置場法面、第Ⅲ-2埋立
地法面を対象に行った地震時の最小安全率の計算結果は、必要最
小安全率をすべてのケースで上回っており、土地の安定J性は確保
されている。

1地 形伍 8-8-3つ ф 8-8望勧
・残置森出まできるだ

'引

衣し垣破を確保する
ことにより、地形、土壌の改変区域を低
減する。

・増設埋立用地は既存の覆土置場や追戒森林
等、一旦改変した区域をできるだけ利用
することにより、自然環境の改変区域の

低減を図る。
。埋立地は現況地形の形状を考慮して計画す
る。

・埋立地内の盛土法面についてイよ 1:15の
勾配を採用するとともに、地震時の法面
の安定を考慮し、ジォテキスタィルによ
る補強盛土とする。

・埋立地内の切土法面については、安ェ
八を考

慮して盛土法面と同様、願 」として 1:15
の勾配を採用する。

・覆土置場の盛土法面勾配は80度以下 (1:

18)とする。
・長大法面については法面安定計算を行いそ

の安全性を確認する。

1地形、地質し8-8望勧

事業実施区域には調査地域の自然を代表す
るような、また、学術上貴重と判断される地

形、地質は存在しないため、工事の実施に伴
う影響はない。

また、「残置森林はできるだけ広い面積を

確保することにより、地形の改変区域を低減
する」、「増設埋立用地は既存の覆土置場や

造成森林等、一旦改変した区域をできるだけ

利用することにより自然環境の改変区域の低

減を図る」、「埋立地は現況地形の形状を考

慮して計画する」ことにしており、地形・地

質の改変量が低減されていると評価庁る。

2土壊ф 8-8望り

事業の実施にあたっては、 明躍錦静卜はで

きるだけ広い面積を確保することにより、地
形の改変区域を低滅する」、「増設埋立用地
は既存の覆土置場や造茂森林等、一旦改変し

た区域をできるだけ利用することにより自然

環境の改変区域の低減を図る」、「埋立地は

現況地形の形状を考慮して計画する」ことに

より、土壌の改変量が低減さイしていると評価
する。

3湧水、特異な自線 は 8-8判0
調査地域にはまとまった湧水はなく、湧水

の利用もないこと、また、特異な自然現象は

存在しないため、湧水、特異な自然現象に対
する工事の実施に伴う影響はないと評価す
る。

4土地の安定l性
は 8-8判◇

第Ⅲ-1、 第Ⅲ-2埋立地盛土法面、覆土置
場法面、第Ⅲ-2理寸地法面を対象に行った

地震時の最小安全率の計算結果は必要最小安
全率をすべてのケースで上回っており、土地
の安定隆は確保されていると評価する。
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1.事業計画



(1)計画排水水質の設定の考え方

資 11



1 計画排水水質の設定根拠

廃棄物処理施設か らの浸出水処理後の放流水の水質は、法律、条例及び指導要綱 に示 さ

れ る俳水基準※1)が あるが、御腹川の生態系及び利水に及ぼす環境影響をできる限 り回

避・低減するため tr、 計画排水水質は白主的に守るべき水質項 目と濃度 として公共用水域

に定められている環境基準※2)及 び農業用の取水が行われている地点で水稲の生育に対す

る水質汚濁の 目安※3)を 守 る値 (計 画排水水質 )を 設定す ることとした。計画排水水質は、

浸出水処理後の排水の放流 口での水質 として設定 した。

この設定にあたつての根拠は次のとお りとした。

① 放流先の作l腹川の生態系や利水 (取 水)状況 と流況 を把握 した。次に守 るべ き水質

項 目と濃度及び守 るべき地点は以下の とお りとした。

排水基準は放流 口、環境基準は公共用水域である御腹川始点 (事 業実施区域の敷地

境界)、 水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安は御腹川の怒 田橋で各項 目を守 るべき

地点 とした。

② 環境基準及び水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安 を満足す るための放流 口での水質

について、御腹川の流量、御腹川の濃度、排水量、排水の濃度 を基に、完全混合式

を用いて放流 口での各水質濃度を算出 した。

③ 算出 された水質濃度 を項 目毎に、法律、条例及び指導要綱等に基づ く排水基準値 と

比較 tノ て最 も低い値 を計画排水水質 として設定 した。

計画排水水質 と守るべき基準等 との関係 を表 1-1に 示 した。

※1)「 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める排水基準、「千葉県廃棄物処理施設の設

置及び維持管理に関する指導要綱」に定める排水基準J(以 下、「指導要綱に定める排水基

準」という。)、 「君津市小I置 川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例に定める排

水基準」 (以 下、「君津市条例に定める排水基準」という。)

※2)「 環境基本法に定める環境基準」 (以 下、「環境基準」という。 )

※3)「 水稲の生育に対する水質汚濁の目安」で示される塩化物イオンについては 500～ 700mg/L

の うちの 500m日 /L以 下を守 る こ ととす る。また 、CODは 8mg/L以 下 と し、TNは 4mg/L以 下 と

す る。灌漑期 において は河川 の流 量変動 を考慮 した放 流 量の減 量調 整 を行 う。
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1)浸 出水処理後の排水について

現在の廃棄物処理施設か らの浸出水処理後 の排水は、第 1水処理施設か らの処理水

と、第 2水処理施設か らの処理水を合流 (合 流放流槽 )さ せて 自然流水路に放流 して

いる。増設する第 3水 処理施設か らの処理水 も合流 させて 自然流水路に放流す る計画

である。

増設事業における浸 出水処理後の排水の流れ と計画排水水質設定の考 え方は図 1

-1の とお りである。

第 1水処理施設

計画排水水質 排水基準

環境基準 (自 主的 )

完全混合式

本

―

，
，
‐
‐
―

御腹川の怒田橋
水稲の生育に
汚濁の目安 (

る水 質
的 )

す

主
対
自

図 1-1 浸出水処理後の排水の流れ と計画排水水質設定の考え方

第 1水処理施設は生物処理 を主 とした処理 を行 っている。

第 2水処理施設は脱塩処理 を脱塩処理を主 とした処理を行ってお り、前述 したように各

施設の処理水は、合流放流槽で合流 されて員九設の管理計画値を守って放流 している。計画

排水水質の設定にあたっては、員ジこ存管理計画値 を基 に過去の運転実績か ら水質項 目毎の濃

度変動による安定的な運転管理を行 うことができるよ うに検討を行 つた。検討 を行つた結

果は後述す る。

合流放流槽か ら放流 口を経て 自然流水路に放流 した処理水は、放流 口での計画排水水質

は、完全混合式で御腹川始点 (敷 地境界)で環境基準を守 り、御腹川下流の怒 田橋で水稲

の生育に対す る水質汚濁の 目安 を守 られ る計画である。

第 2水処理施設 第 3水 処理施設

合流放流槽

放流口

御腹川始点 (敷 地境界 )
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項 目 単位
計画排水

水質

守 るべ き基 準等

日、九存排水

管理計画

値

準備書で

の計画排

水水質
環境基準

排水

基準※t

水稲の生

育に対す

る水質汚

濁の 目安

守るべき基準等の合理

的達成場所

浸出水処

理施設処

理水の放

流 口

公共 用水

域である

御腹川 の

最上流部

(増 設事

業の事業

実施 区域

の敷地境

界 )

浸出水処

理施設処

理水の放

流 口

農 業用 水

の取水 が

行 われ て

い る怒 田

橋

既設の浸

出水処理

施設処理

水の放流

口

浸出水処

理施設処

理水の放

流 口

生

活

味

境
項

目

生物化学的酸

素要求量 (BOD)
mg/L 3.1 10 29 3 1

化学的酸素要求

量 (COD)
mg/し 20 8 4.3 20

浮遊物質量 (SS) mg/し 20 25 2C 22 20

全窒素 (TN) mg/L 19 120 65 19

全燐 (TP) mg/L 16 lC 1.3 16

童
金
属
等
有
害
物
質

カ ドミウム mg/L 0,005 b.oO創 0.01 0.01 0 005

鉛 m富 /L 0.01 0,01 0,1 0.01 0 01

六価 クロム mg/L 0,05 0.05 0.05 10.05 0.05

砒 素 mg/L 0,01 0.01 0.05 lo ol 0,01

総水銀 mg/L 0,0005 0 0005 0 0005 0005 0.0005

セ レ ン mg/L 0 01 0 01 0 1 lo ol 0 01

硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素
mg/L 10 10 100※ 2 lC 17

ふ っ素 mg/L 1.3 0.8 8 11.3 1.3

イよう素 mg/L 1.6 1 10 11,G 17

金同 ng/L 0.1 1 lo.1 1

亜 鉛 mg/L 0.05 D.0劇 1 0 1 0105

鉄 m日 /L 0.1 1 10.1 1

マ ンガ ン mg/し 0,1 1 lo.1 1

ク ロム mg/L 0,05 05 10.0[ 05

ダイオキシン類※3 pg―TEQ/L 0.1 1 10.1 1.7

息宮塩化 物 イ オ ン mg/L

2,500

(怒 田橋 で

500※ 1)

匡回～700 1,050 2,500

表 1-1 計画俳水水質 (表 中の網掛け部分)と 守るべき基準等 との関係

※1:排 水基準は 「廃棄物の処理及び清掃 に関す る法律 に定める排水基準 J、 「千葉県廃棄物処理施設の

設置及び維持管理に関す る指導要綱」に定める排水基準、または 「君津市小櫃川 流域に係 る水道水源

の水質の保全 に関す る条例」に定める排水基準の うち低 い値の基準を記載 してい る。各排水基準は、

表 1 2に 示す とお りである。

1排 水基準の項 目は、「ア ンモニア、アンモニ ウム化合物 、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物 Jで ある。

:ダ イオキシン類特別措置法に基づ く環境基準である。

:怒 田橋での灌漑期 にお ける塩化物イオ ンを 500mg/L以 下 とす るため、放 流 口での塩化物 イオ ンを

2,500mg/L以 下 とし、河川流量に応 じて放流量を調整す る。

:□ 守 るべ き水騨 度

:計 画排水水質の表の中の項 目は、環境基準、排水基準の項 目か ら最終処分場 に関わ りがある と考 え

られ る項 目、 自然界に存在す る項 目及び最終処分場特有の項 目であ る塩化物イオンとしている。

※ 2

※ 3

※ 4

※ 5

注記
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項 目 単 位

廃棄物 の

処理及び

清掃 に関

す る法律

に定める

排水基準

千葉県廃

棄物処理

施設の設

置及び維

持管理に

関す る指

導要綱

君津市小

櫃川流域

に係 る水

道水源 の

水質の保

全 に関す

る条例

排水基準

を比較 し

た低い値

生

汚

環

境

項
目

生物化学的酸

素要求量 (BOD)
mg/L 60 □ 20 10

化学的酸素要求

量 (COD)
mg/L 90 20

浮遊物質量 (SS) mg/L 60 20 40 20

全窒素 (TN) mg/L 2 2 120 120

全燐 (TP) mg/L lC 16 iC 16

重
金
属
等
有
害
物
質

カ ドミウム ng/L 0 03 01 0 0.01

鉛 mg/L ).1 1 0,1

六価 クロム mg/L 0.5 0 0.05

砒 素 mg/L 0.1 0 0.05

総水銀 mg/L 0,005 000 000 0.0005
セ レ ン mg/L ).1 1 0 1

硝酸性窒素及び

亜硝酸性 窒素
mg/と 200 10C 100 100

ふ っ素 mg/L 15 8

ほうヨ煮 mg/L 50 10 iC 10

¢同 mg/L 3 1

亜 鉛 mg/L 2 1

鉄 mg/L 10 5 1

マ ンガ ン mg/し 10 5 1

ク ロ ム mg/L 2 05

表 1-2 排水基準 (法律、条例、指導要綱)の 比較
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2)放流先の御腹川の生態系や利水 (取水)状 況及び流況

御腹川 の生態系や利水 (取 水)状況及び流況は、次の とお りである。

・御腹川 にはホ トケ ドジ ョウや多 くの陸水生物等が生息・生育 している。

・浸出水を処理 した処理水の放流先は小櫃川支流御腹川の最上流部に位置す る。

。事業実施区域の敷地境界の地点 (御 腹川の始点)(地点 1)の 河川流量は 596m3/日 で

ある。

(な お、地点 1の 河川流量は浸出水処理施設か らの排水量 も含まれ るため、御腹川

始点の調査結果の年平均の流量か ら水質測定時の排水量の年平均値の流量 (242だ

/日 )を 除いた。 )

・御腹川の取水状況は、濯漑期に農業用水の取水があ り、事業実施区域に最 も近い取

水地点は怒 田橋である。

・怒 田橋 (地 点 2)の 河川流量は 3,580m3/日 である。

(第 Ⅱ期増設事業における環境基準を守るべき地点 (以 下、「自然流水路の始点 と

い う。」)か ら 2.6k m下 流の地点 )

・御腹川において 2010年 ～2015年 までの濯漑期の最小流量は、約 500～ 1,000m3/日

である。

各地点は、評価書の図 82.5(1)に 示 している。御腹川の河川流量の調査結果は、

第 8章 「8-2水 質」の項に示 している。御腹川の生態系は、第 8章 「8-12陸 水

生物 J、 「8-13生 態系」に示 している。灌漑期の最小流量は、本資料 「 (2)怒

田橋での灌漑期における農業用水 としての河川水質保全マニュアル策定の考え方」に

示 している。
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3)守 るべ き水質項 目と守 るべき地点

御腹川 では、人の健康の保護に関す る環境基準が定められ るとともに、生活環境の

保全に関す る環境基準 (河川 (湖 沼を除 く))と して水域類型 Aに 指定 され、また水

域類型生物 Bに 指定 されている (表 1-3)。 事業実施区域の敷地境界 (御 腹川始点 )

(表 1-3、 図 1-3)で は環境基準 を守ることとする。

灌Υ準尭期 に農業用水の取水が行われ る怒 田橋 (図 1-2)で は、水稲の生育に対す る

水質汚濁の 目安 を守ることとす る。

「指導要綱に定める排水基準」及び 「君津市条例に定める排水基準」は放流水の放

流 口で守 ることとなっている。したがって、これ らの排水基準を比較 し、最 も低い値

を守るべ き水質項 目・濃度 として設定す る (表 1-2、 以下排水基準はこれを指す )。

守るべ き水質項 目及び守るべき地点 を以下に示す (表 1-3)。
・環境基準を守るべき地点 ;御腹川始点 (事業実施区域の敷地境界 )

・水稲 の生育に対する水質汚濁の 目安を守るべ き地点 ;怒 田橋 (農 業用水の取水が

行 われ ている御腹川の怒 田橋 )

御腹川 、自然流水路及び主要施設の概要 と守るべき基準及び守るべき地点を図 1-
4に示す。
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D

て

作,

怒 田橋 (地 点 2)
(増 設 事 業 における水紀 の 生育

に対 す る水質汚濁の 目
~女

を守 る

べき地点 ;農 業用水を取水する地

点 )

好

■
壮
却
正

二|

み

A
■

Ｉ
■

．

一

t

オ
４
峙

こ

i

れ

　

　

　

奄

事業実施区頭

※参考 :第 I期 増設事業における

水稲の生育に対する水質汚濁の目

安を守る地点 :事 業実施区域の敷

地境界 :自 然流水路の始点

図 1-2 事業実施区域 と水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安 を守 るべき地点 として

定めた怒 田橋
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往l腹 川 始 点 (地 点 1)
(環 境基 率を守 るべ き地点 と事業実施
区頭の敷地境界 と一致 )

放流□

※参者 :第 I期 増 設事 業

に お け る 環 境 基 準 を 守

るべ き地 点 (事 業 実施 区

域 の敷 地 F彙 界 と一 致 )

´
=_‐

I

注 １

２

３

４

５

６

図 1-3 基準 を守 るべ き地点

表 1-3 守 るべ き水質及び守るべき地点

千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理 に関す る指導要綱」,p4244
「君津市小櫃川 流域 に係 る水道水源の水質の保全 に関す る条例 J

「農林公害ハ ン ドブ ック (改 訂版)J(平 成 2年 3月 千葉県農業試験場 )

御腹川始点が公 共用水域の始点 とな り、増設事業の事業実施 区域の敷地境界 となっている。
放流 口は 自然流水路始点か ら直線距離で 330m下 流の位置 としている。
怒 田橋 は御腹川 の河川水 を灌漑期 に農業用水 と して取水 している事業実施 区域 に最 も近い

取水地点 とな ってい る。

計画排水水質

項 目
守 るべ き水質 守 るべ き地 点

生活環境項 目 ①水質汚濁に係る環境基準 (水域類型 :A)
②指導要綱に定める排水基準れ1)

③君津市条例に定める排水基準注2)

④農業用水の利水が行われている怒 田橋 で灌漑期に千

葉県 が示す水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安注3)

①御腹川始点注■)

②放流口注5)

③放流口1ヒ 5)

④怒田橋・ 6)

重金属等有害

物質

①水質汚濁に係る環境基準 (健 康項目、水生生物水域
類型 :生 物 B)

②指導要綱に定める排水基準'Ll)

③君津市条例に定める排水基準■2)

①御腹川始点注4)

②放流口れ5)

③放流口れ5)

水稲の生育に

係 る項 目

①農 業用水 の利水が行われ ている怒 田橋 で灌漑期に千

葉 県が示す水稲の生育に対す る水質汚濁 の 目安れ3)

1 怒 田橋注6)

資 19



伸 1穣電瞑≦彊啓顧香曇窪暮
る水稲の生育に
るべき地点 :農

|

E

E

日
|

L~

日
“

“ ■

口 I

を取水する地点)i地点2

1竪⊆望縄震藝言蓼冠痘桑:壷曇声∵冤焦li
約2 6km

,II

左岸支流

(増設)第 2
8方 災調整池

(増設)第 4
8方 災調整池

r

(増設)

第Ⅲ-2
埋立地

.

(増設)

第Ⅲ-1
埋立地

瓢燿 壷艤 鍛謙 朝叫線
一
卜‐
岸〇 処理水

′

(既設)

第Ⅱ埋立地

(既設)

第 I上
日立地

第Π期事業実施区1或敷地境界 ′

′
/′

第Ⅲ期事業実与伍区域敷地境界

第 I期処理水放流□

御腹川源流部に生息・生育する生物 (ホトケ

ドジョウと陸水生物)の生息地域

(既設)第 1

防災調整池

第Ⅲ期処理水放流□

怒田橋

(増設)第 3水処理施設
320m3/日

ｒ

　

ｌ

　

Ｉ

　

Ｉ

　

Ｉ

(既設)第 1水処理施設
300m3/日

(既設)第 2水処理施設

180m3/日

1

(増設)第 3
防受調整池(増設)

覆土置場

図 1-4 御腹川、 自然流水路及び主要施設の概要 と守 るべき地点及び守 るべき水質



3)完 全混合式

完全混合式は以下の とお りである。

C =
QoXC。 +QIXCl

Q。 +Ql
・ ・ ・ ・

。
・ ・ ・

。
(1)

こ こ で 、

守るべき水質項 目・濃度 (mg/L)
御腹川の流量 (m3/日 )

御腹川の濃度 (mgん )

|プ

'水

量  (m3/日 )

排水の各項 目の濃度 (mg/L)

(1)式 において、 Cは守 るべき基準、Q。 (表 1-4)、 C。 (表 1-6)、 Ql(表
1-5)は既知であるところか ら守るべき水質項 目 。濃度に対す る排水濃度 (Cl)が
算出される。

なお、排水量 (Ql)は最大値である。

表 1-4 御腹川の流量 (バ ックグラウン ド流量)(Q。 )

項  目 単位

予測地点

1 2 3 4

敷地境界
上流

(怒 田橋 )

中流 下 流

流  量 ゴ/日 596 3,580 13,500 26,200

注 1)流量は現地調査結果の年平均値を示す。
2)予測地点 1の 流量は、御腹川始点の調査結果の年平均の流量から水質測定時
の排水量の年平均値の流量 (242∬ /日 )を 除いた値。

3)予測地点 2,3,4の値は現地調査結果。

表 1-5 排水量 (Ql)

注)排水量は、 画

Ｃ

Ｑ

Ｃ

Ｑ

Ｃ

0

0

)

量 (800 /日 )と した。

)

排水量 爾/日 800
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表 1-6 御腹川の水質 (バ ックグラウン ド濃度)(C。 )

注 1)生活環境項 目等の濃度は現地調査結果の年平均値を、重金属等有害物質は第 2水 処理施設稼

働後の現地調査結果を示す。

2)予 測地点 1の 値は支流の調査地点①の値 を採用。

3)予 測地点 2,3,4の 値は現地調査結果を採用。

4)※ :現 地調査結果が定量下限値未満の場合は定量下限値 とした。

表 1-4,5,6を (1)式 に代入 し、算出 した結果を表 1-7に 示す。

表 1-7 (1)式 に代入す る値 と算出 された排水濃度

※ 1:排水濃度は (1)式 により

※ 2:―は該当な し
出された値

項  目 単位

予 測 地 点

1 2 3 4

敷 地境 界

(御 腹川始

点 )

上流

(怒 田橋 )

中流 下 流

生

活

環

境

項

目

等

生物化学的酸素要求量 (Ь Uり ) mg/L 0.5 05 0,7 1.1

37化学的酸素要求量 (COD)

浮遊物質量 (SS)

mg/L 3.6 3.0 4.0

mg/L 2.5 2,7 1.5 5.7

全窒素 (TN) mg/L 0,3 05 09 08

全燐 (TP) mg/L 0 024 0.040 0.052 0.077

塩 化 物 イ オ ン m富 /1v 7 34 17 13

重
金

属

等

有

害

物

質

カ ドミウム

鉛

六価 ク ロム

mg/L 0 0003※ 0.0003※ 0 0003※ 0.0003※

mg/L 0.001※ 0.001※ 0 001※ 0.001※

mg/L 0,005※ 0 005※

0 001

0,005※ 0.005※

砒 素

総水銀

mg/L 0,001 0 001※ 0 001

mg/L

mg/L

0.0005※ 0.0005※ 0,0005※ 0.0005※

セ レ ン

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

0,001※

0.2

0 001※ 0.001※ 0.001※

mg/L 0.3 05 0.4

0, 1※

0 05

ふ っ素 mg/L 0. 1※ 0 1※ 0.1

ほ う素

⇔同

mg/L 0 02※ 0.02 0.08

mg/L 0.01※

0,002

0 01※ 0 01※ 0.01※

亜 鉛 mg/L 0,004 0 003 0 004

鉄 mg/L 0.05※ 0. 14 0 28 0 79

マ ンガ ン mg/L 0 05※ 0.05※ 0 05※

0 005※

0.20

0,005※ク ロ ム mg/L 0.005※ 0 005※

ダイオキシン類 pg― TEQ/L 0.030 0.034 0 063 0 067

守 るべき地点

排水濃度※ 1

(放 流 口)

Cl
(mg/L)

御
撮瞥

の
1御彊挫

の

QO  i CO
(♂ /日 )|(mR/L)

|ジH水 量

(最 大値 )

Q[
(ポ /日 )

守 るべ き基準の

各項 目の濃度

C
(mR/L)

各項 目

596 0.5 800 2 敷地境界 3. 12BOD 完全混合式

8 怒 田橋 30 3COD 完全混合式 3,580 3,0 800

敷地境界 41.7完全混合式 596 2.5 800 25SS

0.5 800 4 怒 田橋 19. 6T― N 完全混合式 3,580

放流 口完全混合式 800T― P

2,580完全混合式 3,580 34 800 500 怒 田橋塩化物イオン
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80Dは 、守るべき地点 (敷地境界 )に おいて守るべき水質項 目・濃度 (環境基準 ;2mg/L)

に対す る排水濃度は 3.12 mg/Lと 算出され る。

Q。 × C。 +Ql× Ct   596× 05+800× Cl
C(BOD)=

C(COD)=

2   CI=3 12
Q。 +Qt 596 →- 800

CODは 、守るべき地点 (怒 田橋 )に おいて守 るべき水質項 目・濃度 (水 稲の生育に

対す る水質汚濁の目安 ,8mg/L)に 対す る排水濃度は 30.3 mg/Lと 算出 され る。

Q。 ×Co tt Qt× C1   3,580× 30+800× Cl
8   Ct=303

Q。 +Ql 3,580 1- 800

SSは 、守 るべき地点 (敷 地境界 )イこおいて守るべ き水質項 目・濃度 (環 境基準 ,25mg/L)

に対す る排水濃度は 41,7 mg/Lと 算出される。

Q。 × C。 +Ql× C1   596× 2.5+800× Ct
C(SS) 25   C t=41 7

Qo tt Ql 596 →- 800

T―Nは、守るべき地点 (怒 田橋)に おいて守 るべ き水質項 目・濃度 (水 稲の生育に

対す る水質汚濁の目安 ;4mg/L)に 対する排水濃度は 19.6 mg/Lと 算出 され る。

QO× C。 +Ql× Cl

Q。 キ Ql

3,580× 05+800× Ct
C(T― N)= 4  Ct=19,6

3,580 + 800

TPは 、守るべき地点 (放 流 口)に おいて排水基準 ,16mg/Lを 守る。

塩化物イオンは、守るべ き地点 (怒 田橋)に おいて守 るべき水質項 目・濃度 (水 稲

の生育に対する水質汚濁の 目安 ;500mg/L)に 対す る排水濃度は 2,580 mg/Lと 算出さ

れ る。

Q。 × C。 +Ql× C1  3,580× 34+800× Ct
C(塩化物 イオ ン)三 500   (, 1=2,580

Qo tt Ql 3,580 引  800

① 生活環境項 目の計画排水水質

表 1-7で 示 した完全混合式で算出 した排水濃度 と排水基準の比較から低い値

を計画排水水質として設定 し、守るべき地点での予測水質を算出 し、表 1-8に 示

した。

表 1-8 計画排水水質で算 出 した予測水質

水 度の大字数値は 画 を示す。※

※

※

※

※

１

２

３

４

５

判定結果
守るべき
「水稲の

一は該当

基準等の

生育に対
な し

完全混合式の予測数値 と排水基準を比較の結果、低い値を計画排水水質 として採用
太字数字は計画排水水質を設定するために基準 とした数値を示す。
する水質汚濁の目安Jを 示す。

各項 目

御腹川の

流量
御腹川の

濃度
排 水量

(最 大値 )

排水濃度※ 1

('/で 流日)

守 るべ き地点

予測水質
守るべき基準等※ 3

(守 るべき地点 )

Q。

(∬ /日 )

C。

(mg/1Ⅲ

Qt
(∬ /日 )

Ct
(m買 /L)

C
(mFF/L)

環境基準 排水基準 1水稲※4

80D
卒 令 淳 合 式 596 05

800
3.1

敷地境界 1 99 2 10排 水 共 堆 596 05 10

COD 完全湧合式 3 5`q0 30
800

R0
怒田橋 6, 11 20 8排水基 準 3 580 30 20

SS 完全 混合式 596 25
800

41
敷地境界 12. 5 25 20俳 水 其 控 596 25 20

T― N
完全淳 合式 3 5R0 0.5

800
19

怒田橋 3 88 120 4排水基 準 3 580 0 馬 120

T― P
字 令 淳 合 式

800 放流 口 9 18 16排 水 基 輩 596 0 024 16

塩化物イオン 完全混合式 3 580 34
800

2.500
怒田橋 484 500排水基準
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(ア )BOD、 SS

公共用水域の御腹川始点 (敷 地境界)で BODは 2mg/L、 SSは 25mg/Lの 環境基準

を守る。

放流 口で BODは 10mg/L、 SSは 20mg/し の排水基準を守る。

,の ように 11('D、 33に ついては公共用水域 である御腹川始点で守 るべ き基準

と、浸出水処理施設 の排水基準 として定め られている値 があ り、両者 を比較検

討 し、最も低い値 を守 る。

・BODは 、完全混合式による計算で求められた放流 日での値 3.12mg/Lと 、排水

基準の 10mg/Lを 比較 した結果、低い値の 3.12mg/Lと し (表 1-7)、 さらに

処理実績を踏まえた検討の結果、計画排水水質を 3.lmg/Lと す る。3.lmg/Lで 放

流 した時、御腹川始点では 1.99mg/Lと な り、環境基準 (水域類型 A)の 2mg/L

以下 となる (表 1-8)。
。SSは 、完全混合式による計算で求められた値 41.7 mg/Lと 、排水基準 として

定められている 20mg/Lを 比較 した結果、計画排水水質は低い値の 20mg/Lと す

る (表 1-7)。 計画排水水質の 20mg/Lで 放流 した時、御腹川始点では 12.5mg/L

とな り、環境基準 (水 域類型 A)の 25mgん 以下 となる (表 1-8)。

(イ )COD

農業用水を取水 している怒 田橋で水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安 8mg/L

を守る。

完全混合式 に よる計算 で求め られ た放流 口での値 30.3mg/Lと 、排 水基準

20mg/Lを 比較 した結果、計画排水水質は最 も低い値の 20mg/Lと する (表 1-7))。

計画排水水質の 20mg/Lで 放流 した時、怒田橋では、6.1lmg/Lと な り、水稲の生

育に対する目安を守 るべき値の 8mg/L以 下 となる (表 1-8)。

(ウ )T一 N

農業用水を取水 している怒 田橋で水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安 4mg/L

を守る。

完全混合式による計算で求められた値 19.6mg/Lと 、俳水基準 120mg/Lを 比

較 して、放流水の計画排水水質は低い値の 19.6mg/Lと す る。 さらに処理実績 を

踏まテ々検討の結果、計画排水水質を 19m富 /Lと す る (表 1-7)。 19mg/Lで放

流 した時、怒 田橋では、3.88mg/Lと な り、水稲の生育に対す る目安 を守 るべき

値の 4mg/L以 下 となる (表 と-8)。

(工 )T一 P

放流 口で 16 mg/Lの 俳水基準を守 る。

法律、条例、指導要綱に基づ く排水基準を比較 して、最 も低い値の 16 mg/L

とする (表 1-7,8)。

② 人の健康の保護に関す る環境基準 (全公共用水域 )

御腹川始点 (敷地境界)で 環境基準を守 る。また、放流 口で排水基準を守る。

重金属等有害物質項 目 (人 の健康の保護 に関す る環境基準)は 、全公共用水域に

おいて定められている。
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※ 1

※ 2

完全混合式で算 出 した排水濃度 と既存排水管理計画値に基づいて低減 した重金

属等有害物質項 目の計画排水水質は以下の とお りである (表 1-9)。

表 1-9 完全混合式で算出 した排水濃度 と計画排水水質

は (1)式により算出 れた値
―は該当な し

③ 水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安

農業用水の取水が行われている怒 田橋で水稲 の生育に対す る水質汚濁の 目安を

守 る。

その項 目及び濃度は化学的酸素要求量 COD8mg/し 、全窒素 T N4mg/L、 及び塩化物

イオン 500mg/L(水 稲の生育に対す る水質汚濁の 目安である 500～ 700mg/Lの 500

mg/Lを 守る値 とした。 )と した。

化学的酸素要求量 COD8mg/L、 全窒素 T N4mg/Lに ついては、前述 してお り、ここ

では塩化物イオンについて述べる。

完 全 混合 式 に よ る計 算 で 求 め られ た放 流 日で の値 は怒 田橋 で 年 平 均 流 量

3,580m3/日 の時 2,580mg/Lで あるが (表 1-7)、 計画排水水質は 2,500mg/Lと す

る。放流 口で 2,500mg/と で放流 した時には怒 田橋で年平均流量 3,580m3/日 の時

484mgん とな り、水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安を守るべき値の 500mg/L以 下

となる (表 1-8)。

濯漑期に平均的な河川流量以下 となった場合、放流量を減量調整す ることにより

怒 田橋の塩化物イオンは 500mg/L以 下 となることが分かる。

各項 目

御腹川の

流量

QO
(∬ /日 Ⅲ

御腹川の

濃度

CO
rm〔二/TⅢ

排水量

(最 大値 )

Ql
(∬ /日 )

環境基 準の

各項 目の濃度

C
(m宜 /1´ Ⅲ

守るべき地点

排 水濃度 ※ 1

(放流 口)

Ci

(m質/L)

計画排水水質

(m宣 /L〕

カ ドミ [′ ム 完全混合式 596 0.0003 800 0 003 敷地境界 0 00501 0 005

完全混合式 596 0.001 800 0 01 敷地境界 0 0167 0 01

六価クロム 宰 今 混 合 士 596 0,005 800 0 05 敷地境界 0.0835 0 05

砒 素 完全混合式 596 0.001 800 0 01 敷地境界 0 0167 0.01

総水銀 完全混合式 596 0 0005 800 0,005 敷地境界 0.00835 0 0005

セ レン 完全混合式 596 0 001 800 0 01 敷地境界 0 0167 0 01

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 完全混合式 596 02 800 10 敷地境界 17 3 10

ふつ素 完全混合式 596 0 1 800 08 敷地境界 1 32 13

イよう素 完全混合式 596 0 02 800 1 敷地境界 1 73 16

銅 放流口 0.1

亜 鉛 完全混合式 596 0 002 800 0 03 敷地境界 0 0509 0 05

鉄 放流口 0 1

マ ンガ ン 放流日 0 1

クロム 放流ロ 0 05

ダイオキシン類 完全混合式 596 0,0 800 1 敷地境界 1 72 0 1
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2 放流先への影響 をできる限 り回避 `低減するため、既存施設か らの排水の管理計画値

以下となるよう、更なる環境保全措置の検討

更なる環境保全措置の検討は、増設事業において導入す る浸出水処理施設の浸出水処理

工程及び設定 された計画排水水質の放流水を放流 した場合の守 るべき水質の低減状況か

ら行 うこととした。

1)第 3水 処理施設の浸出水処理工程

第 3水処理施設の浸出水処理工程は以下の とお りである。

放 流

図 2-1 第Ⅲ期浸出水処理施設の浸出水処理工程

計画排水水質 として設定 した項 目毎の処理工程 を以下に示 した。

① 計画俳水水質に設定 した生活秦境項 目の処理

生活環境項 目 (BOD、 COD、 SS、 TN、 TP)は 、生物処理工程 (生物学的脱窒素設

備 )に おいて分解処理 され る。生物処理工程は微生物による有機物 (BOD,COD等 )

及び窒素化合物の分解処理工程である。この工程では、TNの 処理によ り有害物質

項 目の硝酸性及び亜硝酸性窒素も分解処理 され る。CODは分解 しにくい性質があ り、

分解できなかつた CODは 生物処理工程の後工程の活性炭吸着工程で除去 され る。

生物処理工程において、処理すべき原水濃度が一定の範囲に収まつている限 り処

理槽内の微生物群集が、有効に働 き対象物質を分解する。原水濃度が一定の範囲を

超えた濃度変動には次の姑応 を取る。高濃度側 に変動 した場合は、微生物群集の量

を増やす対応 を行い (返 送汚泥量を増やす )、 低濃度側 に変動 した場合 は、微生物

活性に必要な栄養源 を添加する対応 を行 う。

既存管理値 をもとに過去の運転実績か ら、表 2-1に示す よ うに水質項 目ごとの

濃度変動の最小最大値は BOD濃 度 12～ 840mg/L(中 間値 ;426mg/L)、 COD濃度 32

～310mg/L(中 間値 ,171mg/11)、 SS濃 度 3～ 280mg/1.(中 聞値 i142m富 /L)、 TN濃

度 2～ 130mg/L(中 間値 ;66mg/L)、 TP濃 度 0.16～ 4.7 mg/L(中 間値 ;2,4mgん )

です。 こうしたことか ら、水質項 目ごとに高濃度及び低濃度で変動 しているため、

安定的な運転管理を行 うことが難 しくなっている。

員元存設備では高濃度対策 として微生物量を増やすため、生物処理方式 を接触ばつ

気法か ら汚泥浮遊法へ変更 し処理を安定 させたcし か し、運転管理上本来の運転形

態ではないため、槽 と槽をつなぐ開日部に汚泥が堆積 して 目詰ま りを起 こす ことに

より、処理水の流動を妨げる恐れがある。

低濃度の場合には、微生物の自己消化によ り必要微生物量が維持できなくな り、

浸出水原水の一部が処理 されずに処理槽か ら出て しま うことで処理水質が悪化す

る恐れがある。このよ うな事態を回避す るため、濃度変動が生 じた場合には微生物

量がその濃度 に対 し馴致するまで(1～ 2週 間)処 理量を調整す る必要がある。

カル シウム除去処理工出水調整槽 物処理工程 (生 物学的脱窒素設備 )

性炭吸着工程 レー ト吸着工 塩 処理 工 菌処理工
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以上の ことは、既存排水管理値が浸出水原水の水質項 目毎に設定 されてい ること、

それ らの濃度がかな り低い値 として設定 されてい ることに起因 していると考 え ら

れ る。浸出水原水の水質変動に対応できる設備 の安定的運転には管理値 を各水質項

目の中間値 を 目安 とした運転管理 により生物処理 を行 うことが適当と考えた。各水

質項 目の中間値 を目安 とした運転管理を行 う上での管理値は、評価書に示す計画排

水水質 と考 えた。

設備 の安定的運転の管理値 を評価書に示す計画排水水質 とすることで、高濃度変

動に対応す るため行った、汚泥浮遊法を本来の運転形態である接触ばっ気法 に戻 し

て、槽 間の開 口部 目詰ま りの恐れ を回避す ることが可能 となるとともに、低濃度変

動に対応す るための処理量調整 についても国避す ることが可能 となる。

既存施設の浸出水の BOD、 COD、 SS、 TN、 TPの濃度の推移 を図 2-2～ 6に示

す。

なお、計画排水の濃度で、放流 した場合の守るべ き地点における水質の低減状況

は後述す る。

表 2-1 生活環境項 目の原水濃度の最大 と最小値

注)中 間値 :最 小値 と最大値の中間の値

変 動 単位
項 目

BOD COD SS T一N T―P

最大値 mg/L 840 310 280 130 4.7

最小値 mg/L 12 32 3 2 0. 16

中間値 mg/L 426 171 142 66 2,4

鴫
期

８。０

和

鰤

５。。

御

３。。

剃

ｍ

BOD

平成2S年 常 平成26年 度 平成2'年 豊

図 2-2 第 Ⅱ埋立地の BOD濃 度の推移

0
質 恒く u〔 Щ Щ 咀 駆〔 咀 Щ ばく uく にq唄 区く はく II〔 照 αК【[QHЦ Щ Ш〔〔〔〔α〔 曜 Щ H(α〔 E〔 駅
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② 計画排水水質に設定 した重金属等有害物質の処理

重金属等有害物質はキ レー ト吸着工程によ り処理 され る (硝酸性及び亜硝酸性

窒素 を除 く)。 このキ レー ト処理工程は、重金属を処理す る工程 とその後にフッ

素、ホ ウ素の処理工程 を配 している。 キ レー ト処理工程に入 つて くる浸出水は生

物処理工程を経た水であ り、キ レー ト処理での妨害物質はこれ までの工程で処理

されている。したがって、既存施設 か らの排水の管理計画値 とした。カ ドミウム、

亜鉛 については r泉―境基準の改正等 に よ り既存施設か らの排水 の管理計画値以下

とした。

また、硝酸性及び亜硝酸性窒素は既存施設の運転管理状況か ら判断 し、既存施

設か らの排水の管理計画値 とした。

③ 計画排水水質に設定 した塩化物イオンの処理

「水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安」に設定 されている塩化物濃度は、水中に

溶解 した塩化物の塩素分を指 してい る。塩化物イオン濃度は概ね 2000～ 5000 mg/L

の変動が記録 されている。 この塩化物イオンは、脱塩処理工程で処理 される。

なお、平成 26年 11月 ～27年 4月 の間は渇水期で第 2調整槽 には浸出水がなく、

計測場所の計量槽 には洗浄水 しかなかったため、計量槽 の洗浄水 を計測 していた。

その期間は第 Ⅱ埋立地か らの浸出水は第 1浸 出水処理施設 を経て、脱塩処理を行っ

ていた。
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図 2-7 第 Ⅱ埋立地の塩化物イオン濃度の推移

脱塩処理工程は、浸出水原水を放流可能な濃度の水 (処 理水)と 濃縮水 に分

離す る処理工程である。つま り、浸出水原水 中の塩化物イオンを濃縮水に移行

させ ることである。 これにより他の溶存ツイオン類 も濃縮水に移行す る。

図 2-8 脱塩処理 工程

脱塩設備 の安定的運転に関連す る重要因子 となる浸出水 中の塩化物イオン濃

度、溶存シ リカ濃度及び硫酸イオン濃度の推移 を図 2-7,9,10に 示す。

塩化物イオン濃度は 2000～ 5000 mgん の変動が記録 されてお り、一定期間は

3000 mg/L以 上の濃度が継続す る。溶存シ リカ濃度は 60mg/L前後で推移 してい

る。硫酸イオン濃度 180～ H00mg/Lの 範囲で推移 しているが、変動幅が大きい。

脱塩 工程の運転管理の困難 さは、濃縮水 に移行す るカル シウム等アルカ リイ

オンと硫陸イオン等が蒸ヌ挙・車
ナ7燥工程でイ比合 して硫酸塩等 として析 出 し、配管

に 目詰ま り (閉 塞)を 生 じさせ ることにある。既存設備では定期整備 として配

管の分解清掃及び薬品洗浄 を行っているが、溶存イオン類濃度の管理 を してい

ても突発的に発生す る析出による配管の 目詰ま りに対 しては、処理 を停止 して

配管の分解清掃 を行つているため、安定 した処理ができない状態 となっている。

濃縮水に移行す る溶存イオン類 (カ ル シウム等アルカ リイオン、硫酸イオン等 )

は、脱塩 工程か ら生 じる処理水の塩化物イオン濃度 レベル に依存す る。つま り

処理水の塩化物イオン濃度 レベルを上げることにより、濃縮水に移行す る溶存

イオン濃度を下げることができる。

溶存イオン濃度 を下げることによ り、硫酸塩等の析出を防 ぐことができると

考えた。現状の生成す る処理水 (排 水)の 塩化物イオンの濃度 を、1050mg/Lか ら

およそ 2000～ 3000mg/L(中 間値 2500mg/L)と す ることで安定的に処理ができる水

平 成 25年度

理 水 流

縮 水 発 乾 化浸透膜法・電気透析

資 120



質濃度 と考えた。

mg/L

120

■00

80

60

40

20

濤存 シ リカ

0      -        「 ―                          ._  _
ЩはЩ「〔〔(`〔くは〔[R〔 [R咀 〔〔く〔I(Щ 啄碍腎琴琴器賢器i懸

1晉 晉
・
晋雪碍器琴器詈腎

―
器琴晉晉詈1唇 碍i昭 琴琴器腎器懸

平成24年 平成25年度 平成 26年度 平成27年度 平成28年 度

図 2-9 第 Ⅱ埋立地の溶存 シリカ濃度の推移

確酸イオン

【唇懸i腎

晉昏晋碍腎晉研

`【

畷琴晉腎晉腎IК tt ζ研

`腎

躇懸晉晋吾腎К腎琴研

`【
器懸

度

ｍ

２。

平成24年 平成25年度 平成26年 度 平成27年度 平成28年度

図 2-10 第 Ⅱ埋立地の硫酸イオン濃度の推移

2)検討 した更なる環境保全措置

① 水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安 を守 る観点か ら、塩化物イオンだけでなく

CODや TNに ついても守るべき値を設定 して、更なる環境保全措置を講ずることと

した。

② 更なる影響低減のため、水稲の生育に対す る水質汚濁の目安を守る地点として定

めた御腹川の怒 田橋で御腹川の自然流量の低減に合わせた放流量の減量調整を行 う

ことにより、最大でも塩化物イオンは 500mg/L、 CODは 8mg/L、 TNは 4ng/Lを 越

えないような措置を講ずることとした。

3)守 るべ き地点における水質の低減状況

計画排水水質の濃度で放流 した場合の守るべき地点における水質の低減状況を、完

全混合式 を用いて求めた。

守るべ き地点にお ける水質の低減状況 =(1-(予 測水質)/(各 地点の

目標水質))× 100

度
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以下の表 2-2に 示す とお り、守るべき地点の水質 ごとの低減状況は約 0.5～ 50%で

あ り、十分低減 されていると考える。

表 2-2 守 るべ き地点の水質 の低減状況

各項 目

排水濃度

(放 流 口)

Cl

(m質 /L)

守るべき地点

予測水質

C
(mFど /L)

各地点の

目標水質

守 るべき地点の

水質の低減状況

(%)

生
活
環
境
項

目
等

BOD 3 1 敷地境界 1 99 2 05

じt,け 20 怒田橋 6 11 8 23 7

SS 20 敷地境界 12 5 25 49 9

T― N 19 怒 田橋 3 88 4 30

T― P 16 放流口

484 500塩化物イオン 2,500 怒田橋 30

重
金

属
等
有
害

物
質

カ ドミウム 0.00501 敷地境界 0 00185 0 003 38 3

'合

0.0167 敷地境界 0,0062 0 01 38 0

ブ、価クロム 0 0835 敷地境界 0 0308 0 05 38 4

砒 素 0 0167 敷地境界 0 0062 0 01 38 0

総水銀 0 00835 敷地境界 0 00308 0 005 38 4

セ レン 0 0167 敷地境界 0 0062 0 01 38,0

∬I酸性空家及び囃:闇
誘 ″r索 ぢ

173 敷地境界 58 10 42.0

ふっ素 1 32 敷地境界 0.501 08 37 4

イよう素 1 73 敷地境界 0.532 1 46 8

銅 放流口

亜鉛 0,0509 敷地境界 0.0180 0 03 40 0

鉄 放流 口

マンガン 放流口

ク ロム 放流口

ダイオキシン類 1.72 敷地境界 0 59 1 41 0
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(2) 怒田橋での灌漑期における農業用水としての

河川水質保全マニュアル策定の考え方
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1.目 的 と基本 的な考 え方

1,1 本書の適用範囲

本書は、怒 田橋 での灌漑期 にお ける農 業用水 としての河川水質 を保 全す るために今後

策定予定の マニ ュアル の 目的・基本的な考 え方 、 モニタ リング方法 の基本的な考 え方 を

示 したものであ る。

1.2 目的

増設事業の環境保全計画の一つ として、「水環境の保全」を示 してい る。水環境の保全

の一環 として河川水質の保全を行 うとル幸、に、農業用水の嗽水が行 われ る灌漑期 (4月

～ 9月 )において、水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安 を守ることを掲げている。

本書は、以上の 目標 を守るため、怒 田橋での灌漑期における農業用水 としての河川水

質を保全す るため、浸出水処理施設の運転方法及び怒 田橋での河川水質のモニタ リング

を明らかに した ものである。

塩化物イオンに関 しては、濯漑期に怒 円橋で塩化物イオンを 500mg/L以 下 とす るため、

河川流量の変動に応 じた放流量の減量調整 を行 う。

計画排水水質

項 目
設定の根拠

水 稲 の 生 育 に

対 す る水 質 汚

濁の目安

農業用水の取水が行われてい る怒 田橋で灌漑期 (4月 ～ 9月 )に次の

目安を守る。

① 「農林公害ハ ン ドブ ック (改 訂版 )」 (平 成 2年 3月 千葉県農業試験

場)に掲載 されている水稲 の生育に対す る水質汚濁の 目安の値 を守

る。

②水質汚濁の 目安の項 目及び濃度は化学的酸素要求量 (COD)8mg/L、 全

窒素 (TN)4mg/L、 及び塩化物イオン 500～ 700mg/Lで ある。

守 るべき基準 ①期間 :農業用水の利水が始まる怒 田橋での灌漑期 (4月 ～ 9月 )

②項 目及び濃度

・化学的酸素要求量 (COD):8mg/L以 下

・全窒素 (TN):4mg/L以 下

・塩化物イオン :500mg/L以 下 (低 い値 を日安 と ナる。)
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1.8 基本的な考 え方

怒田橋での濯漑期 における塩化物イオンを 500mg/L以 下 とす るため、次に示す考え方

で浸 出水 処 理 施 設 を運 転 す る。 な お 、 化 学 的 酸 素 要 求 量 (COD)8mg/L及 び全 窒 素

(T―N)4mg/Lに ついて も塩化物イオンと同 じ考え方で運転 して設定 した値以下 とする。

(1)背 景

河川の水質は、河川の流量に浸出水処理施設で処理 された処理水が加わることで変化

す る。

増設事業 では、浸 出水処理施設で処理す る塩化物イオ ンは 2,500mg/L、 最大放流量

800m3/日 として計画 している。

準備書では、怒 田橋の河川の平均流量は 0,0415m3/秒 (3,586m3/日 )、 最大 0.076m3/秒

(6,566m3/日 )、 最小 0,014m3/秒 (1,210m3/日 )の 記録がある。 これ らの水量には処理水

量が含まれている。

調査期間における、河川流量の変化 に対 して、計画通 りの塩化物イオン 2,500mg/L、

放流量 800m3/日 で放流 した場合、完全混合式を用いて、塩化物イオンを予測す ると、平

均流量時 484mg/L、 最大流量時 271mg/L、 最小流量時 995mg/Lと なる。

河川流量が少 ない時には 目標 とす る怒 田橋の塩化物イオンが 500mg/Lを 超 える。

このよ うに、処理水の塩化物イオ ンを 2,500mg/Lと す ると、灌漑期に平均的な河川流

量以下となった場合、放流量を減量調整す ることによ り怒 田橋の塩化物イオンは水稲の

生育に対す る水質汚濁の 目安 500mg/L以 下 となることが分かる。

(2)基本的な考 え方

浸出水処理水 の排水による水稲の生育に対す る影響 について、渇水期における河川流

量減少に伴 う塩化物イオン等の上昇 を避 けるため次のよ うな措置を講ず る。

(怒 田橋 の河川流量の特徴 )

農業用水の取水が開始 され る怒 田橋での河川流量の特徴 を整理 し、灌漑期 (4月

～9月 )の 無降水時の基底流量 を把握 した。 2010年 ～2015年 の実測結果から怒 田

橋の基底流量は年によつて変化す るが、その量 200～ 800m3/日 程度であった。

(水 稲 の生育 に対す る水質汚濁の 目安 を守るための措置 )

増設事業での浸出水の計画排水水質の うち、水稲の生育に対す る水質汚濁の 目安

として怒 田橋での灌漑期における塩化物イオ ンの濃度は 500mg/L以 下 とす る。放流

水の塩化物イオンを 2,500mg/Lと した場合、河川流量の 1/5の放流量 とすれば、守

るべき基準 を十分に守ることができる。他の化学的酸素要求量 (COD)8mg/L及 び全

窒素 (T一N)4mg/Lに ついて も同様である。

(排水量減量措置による河川水質保全及び浸出水調整槽能力の検証 )

毎 日の怒 田橋流域の降水量、表面流出量、基底流出量等の要素 と浸出水処理施設

か らの排水量、及び浸出水調整槽 の貯留量変化 を要素 とした水収支モデルを作成

し、毎 日の怒 田橋の河川流量 と処理水排水量、浸出水調整槽 の貯留状況変化を試算

した。
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その結果、灌漑期においては事業実施区域内の降水量に応 じて排水量 を減量調整

す ることで、河川流量の減少 に伴 う塩化物イオンの上昇 を防 ぐことができることを

確認 した。また、浸出水の発生量 と処理量の調整の関係 で浸出水が調整槽 に貯留 さ

れ ることもあるが、試算の結果、増設事業で整備す る調整容量以内に収ま り、排水

量の調整で、河川の水質を守 ることがで きると判断 した。

(1)怒 田橋の河川流量変化の実態

2010年 以降毎月 2回 、怒 田橋及び放流 口での河川流量 を観測 している。君津環境整備セ

ンターの降水量観沢1データと怒 田橋及び放流 日の河川流量を次のグラフに示 した。

2010年 ～2015年 までの灌漑期の最小流量は次の とお り約 500～ 1,000m3/日 である。

濯漑期における怒 田橋及び放流 国の河川流量 (最 小流量 )

放流 口流量

(m3/日 )

年
最小流量

発生時期

怒 田橋の最小流量

(m3/日 )

2010 9月 上旬 763 201

2011 8月 中旬 1,008 172

2012 8月 中旬 950 288

2013 8月 下旬 561 345

2014 9月 中旬 885 417

2015 8月 中旬 1,080 331
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